
 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 健康危機管理関係・ 

青森県口腔保健支援 

センター関係業務 

 

 

 



 

１ 健康危機管理関係 

 

  食中毒、毒物・劇物、飲料水、医薬品、感染症その他何らかの原因により発生する県民の健康、

生命の安全を脅かす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合は、関係法令並びに「青森県危

機管理指針」、「青森県健康危機管理対策実施要綱」及び「東青地域県民局健康危機管理手引書」

に従って対応する。 

  なお、個別マニュアル等において別途、健康危機管理体制や初動対応等を定めている場合は、当

該個別マニュアル等の規定に従うこととしている。 

 

 (1) 健康危機管理に係る組織 

  ア 地域健康福祉部内対策会議 

    健康福祉部長から設置の指示があった場合、又はその所管する区域内で健康危機が発生し、

健康被害の規模その他の状況により健康危機に係る応急対策を検討する必要があると認めた場

合、保健総室長が設置する。 

  イ 現地危機対策本部 

    危機対策本部が設置され、本部長(知事)が必要と認めた場合、現地に設置される。 

 

 (2) 健康危機管理に係る組織図 

     

   【健康危機発生時】 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【危機対策本部設置時】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携協力等必要

に応じて健康福

祉部長が主催 

 

 
 

議 長：健康福祉部長 

副議長：健康福祉部次長 

委 員：部内各課長 

 

議 長：健康福祉部長 

副議長：健康福祉部次長 

委 員：各部局主管課長等 

 

 

議 長：保健総室長 

委 員：議長が決定 

 

本  部  長：知事 

副 本 部 長：副知事 

危機管理監：危機管理局長 

危機事案対策部長：健康福祉部長 

本  部  員：本庁各部局長等 

 

 

健康危機管理対策会議 

 

現地本部長：地域県民局長 

副 本 部 長：保健総室長 

本  部  員：現地本部長が決定 

 

地域健康福祉部内対策会議 

連絡調整 
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２ 青森県口腔保健支援センター関係 
 
（１）センター業務開始の経緯 
   平成２３年８月１０日に交付及び施行された「歯科口腔保健の推進に関する法律」第１５条によ

り、都道府県、保健所を設置する市及び特別区が口腔保健支援センターを設置できることになった
ことを受け、平成２６年４月１日に東地方保健所が青森県口腔保健支援センター業務を開始した。 

 
（２）センターの業務 
   同法第７条から第１１条までに規定する施策の実施のため、歯科医療等業務に従事する者等に対

する 情報の提供、研修の実施その他の支援を行う。 

 

（３）平成２８年度の業務実施状況 

   以下の表のとおり。 

事業等 内   容 

 

 

 

 

 

 

 

 

①歯周病等予防キャンペー

ン 

①  
② ◯歯周病等予防に関するポスター及びリーフレットの作製 
③  作製枚数：A2タイプポスター3,000枚、A4タイプリーフレット 1,000枚 
④  配布先：市町村、保健所、保険者、県歯科医師会、県歯科衛生士会、学校（小・ 
⑤      中・高）・その他 
⑥ ◯センター案内用リーフレットの作製 
⑦  作製枚数：A4タイプ 6,000枚 
⑧   配布先：市町村、保健所、県歯科医師会、県歯科衛生士会、学校（小・中・

高）、その他訪問歯科保健指導事業及びキャンペーンの参加者等 

 
◯歯周病予防キャンペーンイベントの開催 
開催日時：平成 29年１月 15日（日）10:00～15:00 
開催場所：サンロード青森内サンホール（青森市） 

 
【各ブース内容と参加人数】 

クイズラリー 229人 

歯科相談 14人 

指模型作製（県歯科技工士会協力） 80人 

無料フッ素塗布・歯みがき指導（県歯科衛生士会協力） 299人 

唾液で歯周病チェックコーナー 13人 

かむ力チェックコーナー 90人 

喫煙予防コーナー（「健やか力」推進コーナー） 50人 

 
【その他展示コーナー】 
 パネル展示 
 

②フッ化物塗布推進事業 

 

 
〇むし歯有病率が高い下北地域の保育所（園）幼稚園において、フッ化物塗布
と歯科保健指導を実施（青森県歯科衛生士会委託事業） 

市 町 村 フッ化物塗布者数 歯科保健指導者数 

むつ市  4ヶ所    171人 198人  

大間町  2ヶ所    104人 119人    

風間浦村 1ヶ所     42人 43人   

合計   7ヶ所    317人      360人  
 

 

 

③訪問歯科保健指導事業 

 

 

 
○訪問指導対応状況（67件） 
・学校関係：24件、幼稚園・保育所（園）：10件 
・老人クラブ：1件、こども会：1件 
・各種団体：30件、事業所：1件 
 

④相談業務 
 
○歯と口の健康に関する健康相談等を随時センター内において実施 
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⑤青森県口腔保健支援セン

ター運営委員会 

 
 開催日時：平成 29年 2月 7日（火） 
 開催場所：ラ・プラス青い森（青森市） 
 出 席 者：委員 9名、事務局 6名、本庁 2名 
 議  題：報告事項 
      ・H28年度事業実施状況について 

・H29年度事業実施予定について） 
      協議事項 
      ・平成 29年度以降の訪問歯科保健指導事業の実施方針について 

⑥その他 

 
【各種イベントへの出展】 
・児童福祉週間にちなんだ事業「ごじゃらっとひろば」 
 （5月 8日（日）アピオあおもり） 
・あおもりシニアフェアシティバル 
 （9月 11日（日）県民福祉プラザ） 
・サンロード青森健康フェア 
 （9月 24日（土）、25日（日）サンロード青森サンホール） 
 
【口腔保健支援センターの周知に関すること】 
・「東青地域県民局だより」（2016 年 8 月―第 10 号―）に、東地方保健所非
常勤歯科衛生士 濱田 咲美 を紹介する記事を掲載した。 

・長島小学校 PTA広報誌に「教えて、子どものむし歯よぼうあれこれ」が掲載
された。 

・「あおもり長寿セミナー」RABラジオに当センター職員が出演した。 
・「広報つがる 9 月号」につがる市「子育て広場」における歯科保健指導が掲
載された。 

・東北栄養専門学校における訪問指導の内容が 12 月 25 日（日）「陸奥新報」
朝刊に掲載された。 
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